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あんふあんて

厚
生
労
働
省
は
悦
年
年
金
改
正
の
国
会
審
議
に
向

け
た
最
終
提
案
を
ロ
月
中
に
は
ま
と
め
る
予
定
だ
。

日
月
9
日
選
挙
の
行
方
次
第
で
、
そ
の
改
正
案
の
内

容
は
変
わ
る
か
も
。
今
回
の
年
金
改
正
は
国
民
的
議

論
に
な
っ
た
よ
う
だ
。

年
金
改
正
の
議
題
に
は
、
年
金
制
度
の
不
均
衡
、

国
民
年
金
の
未
納
・
未
加
入
、
基
礎
年
金
の
財
源
方

式
と
保
険
料
の
方
式
、
短
時
間
労
働
者
に
も
厚
生
年

金
適
用
の
検
討
、
少
子
化
に
よ
る
将
来
の
保
険
料
の

担
い
手
減
少
、
次
世
代
育
児
支
援
策
、
高
齢
者
の
保

険
料
徴
収
、
第
3
号
被
保
険
者
制
度
、
離
婚
し
た
妻

の
老
後
の
年
金
保
障
、
遺
族
年
金
な
ど
盛
り
沢
山
あ

る
。
今
年
に
な
っ
て
盛
ん
に
マ
ス
コ
ミ
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
が
、
一
番
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
パ

i
ト
主

婦
の
週
初
時
間
以
上
、
ま
た
は
、
年
収
臼
万
円
以
上

を
厚
生
年
金
適
用
の
要
件
に
入
れ
る
べ
き
か
?
で
あ

る
。
年
収
邸
万
円
以
上
は
本
当
、
び
っ
く
り
し
た
。

夫
の
扶
養
範
囲
内
は
印
万
円
だ
っ
た
の
に
半
分
と
は
、

い
く
ら
も
働
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
主
婦

の
パ
!
ト
は
ほ
と
ん
ど
が
第
3
号
被
保
険
者
で
夫
の

扶
養
控
除
内
で
働
い
て
い
る
の
で
、
週
初
時
間
以
上

を
超
え
て
、
扶
養
か
ら
抜
け
厚
生
年
金
に
加
入
す
る

人
が
ど
れ
だ
け
進
む
か
。
制
万
人
と
も
制
万
人
と
も

言
わ
れ
て
い
る
が
、
扶
養
の
枠
を
越
え
る
か
ど
う
か

興
味
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、

M
年

1
月
か
ら
、
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
の
配
偶
者
特
別
控
除
が
廃
止
さ
れ
る
が
、

問
万
円
以
上
の
年
収
を
稼
ぐ
妻
は
、
夫
の
税
金
の
扶
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公
的
年
金
と
は
?

(
社
会
保
険
序
H

P
資
料
よ
り
)

〔
公
的
年
金
の
役
割
】

公
的
年
金
は
、
老
後
の
所
得
保
障
の
主
柱
と
し
て
、

高
齢
者
の
老
後
生
活
を
実
質
的
に
支
え
て
い
く
乙
と

を
そ
の
役
割
と
し
て
い
る
。

あ んふあんて

〔
公
的
年
金
の
体
系
】

・
下
の
資
料
の
通
り
、
厚
生
年
金
、
国
民
年
金
、
共

済
年
金
の

3
つ
で
構
成
さ
れ
、
国
民
年
金
は
第
1
号

被
保
険
者
で
、
厚
生
年
金
と
共
済
年
金
の
加
入
者
は

第

2
号
被
保
険
者
と
な
る
。
第
2
号
に
扶
養
さ
れ
る

配
偶
者
は
第
3
号
被
保
険
者
と
な
り
、
保
険
料
納
付

は
自
身
で
は
納
め
ず
、
夫
の
加
入
厚
生
年
金
全
体
で

0

.
回
年
改
正
時
に
全
国
民
共
通
の
基
礎
年
金
が
導
入

さ
れ
、
現
在
の
体
系
の
し
く
み
と
な
っ
た
。

2003年12月5日発行

〔
公
的
年
金
の
種
類
】

①
老
齢
基
礎
年
金

年
金
の
支
給
要
件
は
、
保
険
料
を
お
J
羽
年
間
納

め
た
人
。
支
給
年
齢
は
印
歳
か
ら
減
額
支
給
さ
れ
、

叩
歳
ま
で
の
希
望
す
る
年
齢
か
ら
増
額
さ
れ
た
年
金

の
繰
り
下
げ
支
給
が
で
き
る
。

②
障
害
基
礎
年
金

年
金
の
支
給
要
件
は
、
保
険
料
納
付
期
間
が
加
入

期
間
の

3
分
の

2
以
上
あ
る
者
の
障
害
。
加
歳
未
満

の
と
き

K
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け
た
者
が
、
障

害
の
状
態
に
あ
っ
て
加
歳
に
達
し
た
と
き
、
ま
た
は

却
歳
に
達
し
た
後
に
障
害
の
状
態
に
な
っ
た
と
き
。

③
遺
族
年
金

被
保
険
者
ま
た
は
老
齢
基
礎
年
金
の
資
格
期
聞
を

養
控
除
か
ら
抜
け
る
と
と
に
な
る
と
思
う
。
控
除
額

が
最
高
祁
万
円
が
最
高
指
万
円
と
な
る
。
ど
う
な
る

ん
だ
ろ
う
、
み
ん
な
心
配
で
は
な
い
の
か
、
騒
が
ず

静
観
し
て
い
る
?
専
業
主
婦
も
雇
用
主
も
静
か
に
。

乙
の
度
の
年
金
改
正
に
興
昧
を
持
っ
て
い
た
二
人
が

8
月
の
交
流
会
で
出
会
い
、
よ
く
分
か
ら
な
い
け
れ

ど
年
金
改
正
の
特
集
を
や
っ
て
み
ょ
う
か
と
、
な
っ

た
次
第
で
あ
る
。
(
塙
、
福
野
口
月
2
日
記
)

-R現時
点
で

3
点
ほ
ど
提
案
が
決
ま
る

H

①
短
時
間
労
働
者
の
「
週
却
時
間
以
上
か
ら
」
が
厚

生
年
金
の
加
入
適
用
ヘ
。
年
収
邸
万
円
以
上
は
今

回
の
改
正
で
は
見
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。

②
専
業
主
婦
(
第
3
号
被
保
険
者
)
の
年
金
空
白
の

空
期
聞
を
「
保
険
料
納
付
済
み
」
と
し
て
救
済
。

③
河
歳
以
上
で
も
、
会
社
員
・
役
員
と
し
て
働
い
て

い
る
場
合
は
現
役
世
代
と
同
率
の
保
険
料
を
徴
収
。

支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
は
見
送
り
。

い
ず
れ
も
、
具
体
的
な
方
法
は
年
末
ま
で
に
煮
詰

め
る
。
(
朝
日
新
聞
叩
月
白
日
付
記
事
よ
り
)

門
第

3
号
被
保
険
者
と
は
?
〕

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に
加
入

の
第
2
号
被
保
険
者
の
配
偶
者
で
、
扶
養
対
象
と
な

っ
て
お
り
、
働
い
て
い
る
と
し
て
も
パ

l
卜
や
派
遣

な
ど
短
時
間
労
働
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
の
が
第

3
号

被
保
険
者
で
あ
る
。
そ
の
年
収
は
印
万
円
以
内
(
た

だ
し
来
年
度
よ
り
問
万
円
以
内
に
な
る
か
?
)
。
国

民
年
金
の
適
用
に
な
り
、
保
険
料
の
支
払
い
者
は
夫

の
加
入
し
て
い
る
厚
生
年
金
全
体
で
負
担
す
る
の
で
、

自
身
で
保
険
料
を
払
わ
ず
と
も
、
第

1
号
被
保
険
者

と
同
等
の
国
民
年
金
の
基
礎
年
金
が
給
付
さ
れ
る
。

※
第
1
号
と
3
号
の
保
険
料
は
月
額
1
3
3
0
0
円

満
た
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
。
(
死
亡
し
た
者
に

つ
い
て
は
、
保
険
料
納
付
が
加
入
期
間
の

3
分
の

2

以
上
あ
る
乙
と
。
)

④
国
民
年
金
学
生
納
付
特
例
制
度

旧
年
度
か
ら
、
加
歳
以
上
の
学
生
は
、
保
険
料
が

払
え
な
い
場
合
は
届
け
出
を
す
る
と
保
険
料
納
付
の

免
除
に
な
り
、
申
請
し
た
前
月
か
ら
そ
の
間
事
故
や

病
気
で
障
害
が
残
っ
た
ら
、
障
害
基
礎
年
金
は
支
給

さ
れ
る
。

〔
現
行
の
年
金
保
険
料
徴
収
方
式
】

-R何
故
、
五
年
ご
と
に
改
正
す
る
の
か
。

年
金
の
実
質
価
値
が
目
減
り
し
な
い
よ
う
、
毎
年

物
価
の
上
昇
に
合
わ
せ
て
年
金
額
を
改
善
し
、
五
年

毎
の
財
政
再
計
算
期
に
は
、
生
活
水
準
の
向
上
等
に

応
じ
て
、
年
金
額
の
改
定
を
行
う
。

岳
周
年
金
財
政
の
破
綻

-
今
は
高
齢
者
の
年
金
給
付
に
必
要
な
働
き
手
(
現

役
世
代
)
が
保
険
料
を
仕
送
り
す
る
形
で
、
世
代
間

で
扶
養
し
て
い
く
賦
課
方
式
で
あ
る
。

-
賃
金
上
昇
や
イ
ン
フ
レ
な
ど
に
対
応
で
き
る
し
、

羽
年
働
い
た
人
の
初
任
給
と
定
年
時
の
給
与
は
同
じ

で
は
な
い
し
、
時
代
の
変
化
は
だ
れ
も
予
測
す
る
と

と
が
で
き
な
い
の
で
、
時
代
ど
と
の
現
役
世
代
の
手

取
り
年
収
を
基
準
に
回
%
に
な
る
よ
う
に
常
に
調
整
。

年
金
給
付
額
が
安
定
し
て
く
る
。

-
し
か
し
乙
の
方
式
は
、
人
口
変
動
の
影
響
を
受
け

や
す
い
。
少
子
化
で
働
き
手
が
減
り
、
長
寿
で
年
金

を
受
け
る
受
給
者
が
増
え
れ
ば
、
現
役
世
代
は
負
担

が
増
し
、
年
金
財
政
は
い
ず
れ
破
綻
す
る
。

-
そ
乙
で
、
破
綻
し
な
い
よ
う
い
ろ
い
ろ
な
年
金
保

険
料
の
徴
収
方
式
や
財
源
の
確
保
を
考
え
検
討
さ
れ

-R第

3
号
被
保
険
者
制
度
の
問
題

乙
の
制
度
は
、
第
3
号
だ
け
が
自
身
で
払
わ
な
く

て
も
支
給
さ
れ
る
と
い
う
優
遇
措
置
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
。
低
料
金
を
支
払
う
か
な
ど
改
革
の
論
議
は

さ
れ
て
い
る
が
、
約

1
1
0
0
万
人
と
も
言
わ
れ
る

そ
の
数
。
簡
単
に
は
決
ま
ら
な
い
。

女
誕
生
し
た
背
景

・
前
年
の
大
幅
な
公
的
年
金
の
改
革
時
に
、
加
歳
以

上
か
ら
印
歳
未
満
の
人
は
、
強
制
的
に
年
金
に
加
入

す
る
乙
と
に
決
ま
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
専
業
主

婦
や
若
年
層
の
年
金
未
加
入
問
題
が
あ
り
、
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
の
片
働
き
世
帯
で
は
保
険
料
の
納
入
は
無
理

だ
ろ
う
と
、
制
定
さ
れ
た

0

・
家
計
の
主
た
る
生
計
維
持
者
の
長
期
就
労
を
前
提

に
し
た
、
主
た
る
生
計
者
の
年
金
に
よ
る
夫
婦
二
人

の
老
後
の
保
障
が
難
し
く
な
っ
た
。
長
寿
社
会
と
な

り
住
生
活
が
長
く
な
っ
た
か
ら
。

-
年
金
加
入
は
任
意
な
た
め
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
妻

が
年
金
に
加
入
し
て
い
る
世
帯
と
、
加
入
し
て
い
な

い
世
帯
、
片
働
き
世
帯
と
共
働
き
世
帯
な
ど
年
金
給

付
に
差
が
生
じ
る
。

-
年
金
に
加
入
し
て
い
な
い
専
業
主
婦
が
離
婚
し
た

と
き
の
年
金
の
保
障
、
ま
た
、
障
害
を
負
っ
た
と
き

の
社
会
の
保
障
は
な
か
っ
た
か
ら
。

- 2ー

す
育
会
食
会
食
会
A
M
A
H
食
品
H
交
交
交
食
会
食
品
H

食
品
H
ム
H

食
品
H
A
K

わ
今
回
の
年
金
特
集
で
は
、
公
的
年
金
に
つ
い
て
布

市

・

も

っ

と

掘

り

下

げ

て

み

よ

う

。

前

向
-
た
だ
し
、
保
険
料
や
年
金
給
付
水
準
の
計
算
法
か

吋
-
に
つ
い
て
は

H

特
集
H

で

は

省

略

す

る

。

拭

す
hH
ム
X
占
H
A
H
交
交
交
食
品
H

食
会
食
品
H

食品
M

交
交
交
交
食
会
食
品
H

!~， 
て
い
る
が
、
な
か
な
か
意
見
が
噛
み
合
わ
な
い
状
態

で
あ
る
。
次
頁
資
料
参
照

0

・
正
規
に
就
労
せ
ず
フ
リ

1
タ
!
と
な
る
な
ど
、
若

年
齢
層
の
雇
用
形
態
に
変
化
が
み
ら
れ
、
年
金
の
未

加
入
者
が
増
え
、
少
子
化
も
要
因
し
て
今
の
若
者
の

印
年
後
は
年
金
の
支
え
手
が
同
人
に
な
り
年
金
が
幾

ら
も
も
ら
え
な
い
と
い
う
乙
と
が
想
定
さ
れ
、
年
金

を
払
っ
て
も
損
だ
と
い
う
乙
と
で
、
年
金
離
れ
が
進

ん
だ
。
国
民
年
金
の
初
代
の
未
納
率
が
約

3
割

1
4

割
を
占
め
る
。
国
民
年
金
全
体
で
も
4
割
が
未
納
と

な
っ
て
い
る
。
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例

年

年

金

改

正

の

争

点

①
安
心
し
て
年
金
は
受
け
ら
れ
る
の
か
?

年
金
の
不
信
は
今
や
若
年
層
だ
け
で
は
な
く
、
広

い
世
代
に
も
広
が
っ
て
い
る
。
個
人
年
金
も
あ
ま
り

頼
り
に
な
ら
な
い
。
銀
行
や
生
命
保
険
会
社
等
金
融

関
連
の
破
綻
が
あ
り
不
安
だ
か
ら
。

資
料
現
行
制
度
と
厚
労
省
新
方
式
、
税
方
式
、
所
得

比
例
方
式
の
比
較
(
朝
日
新
聞
9
月
日
日
付
よ
り
)

あんふあんて

5年に 1度、人口や経済見

通しの変化に応じ、年金給付
と保険料負担を見直し。給付

水準は厚生年金モデルが現役

世代の手取り年収の59%にな
るよう維持。基礎年金の国庫

負担割合は3分の 1

厚
生
年
金

2003年12月5日発行

庫労省新方式(保醗料固定)

国
民
年
金

11 
厚生年金の保険料〈現行13

.58%、労使折半〉を段階的

広引き上げ、 20%に固定。年
金給付は保険料収入の範囲に

抑え、少子化・経済動向で自
動調整。基礎年金の国庫負担

割合は2分の 1

(報酬比例)

-・・冨璽霊冨*
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女
性
と
年
金
と
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

女
性
の
就
業
は
変
わ
っ
た
か
円

門
女
性
の
多
様
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
】

派
遣
も
含
め
て
パ

l
ト
で
働
く
短
時
間
労
働
者
の

女
性
は
、
女
性
全
労
働
者
の
約
4
割
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
パ
l
ト
の
女
性
の
う
ち

3
分
の

1
程
度
は
厚
生

年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
は
自
分
で
払
っ
て
い
る
。

女
性
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
年
金
の
水
準
を
左
の
資

あ んふあんて2003年12月5日発行

②
税
の
方
式
(
徴
収
)
と
財
源
の
確
保

現
行
方
式
は
ね
年
当
時
の
田
中
内
閣
が
政
策
の
目

玉
と
し
て
年
金
の
給
付
を
大
幅
に
引
き
上
げ
、
年
金

水
準
を
常
に
見
直
し
給
付
額
を
上
げ
て
い
く
方
式
に

し
た
も
の
。
そ
の
後
、
高
度
成
長
の
終
わ
り
、
バ
ブ

ル
の
崩
壊
、
少
子
化
が
除
々
に
進
み
、
年
金
財
政
の

破
綻
は
予
測
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
給
付
額
の

削
減
は
よ
う
や
く
邸
年
の
改
正
で
実
現
し
た
。
し
か

し
、
給
付
削
減
は
小
出
し
に
繰
り
返
さ
れ
、
本
当
の

意
味
で
の
解
決
策
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

所得比例暗式
(保険料・給付を所得比例に

すべての高齢者の基礎的な
生活保障を行う役割を明確に

するため、基礎年金の全額を
税金で賄う。保険料負担がな

くなり、国民年金で深刻な未

納、未加入問題などを解消す

る狙いもある

職業によって分かれてい
る厚生年金と国民年金を、

所得比例の制度に一本化。

負担に応じた給付とする狙

いがある。基礎年金は廃止
するが、低・無所得者には

税金による補足給付を行う

厚生年金と
国民年金を一本化

国庫負担による
補足給付

料
に
て
、
年
金
受
給
額
の
比
較
を
示
す
。
∞
年
7
月

に
袖
井
孝
子
氏
(
お
茶
の
水
女
子
大
学
教
授
)
を
座

長
に
、
「
女
性
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
等
に
対

応
し
た
年
金
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
」
が
旧
年

ロ
月
ま
で
聞
か
れ
、
そ
の
報
告
に
基
づ
き
社
会
保
障

年
金
部
会
は
年
金
改
正
の
改
革
の
検
討
を
し
て
い
る
。

女
性
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
多
様
化
し
、
晩
婚
化
、

未
婚
女
性
の
増
加
、
離
婚
の
増
加
、
核
家
族
化
と
高

齢
化
、
女
性
の
老
後
の
期
間
の
長
期
化
が
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
全
体
に
就
労
女
性
は
増
加
し
、
結
婚
し
て
も

ρ
職
業
を
持
つ
u

と
い
う
意
識
は
か
な
り
増
え
て
い

車t労~鎗鋤ttず~純労組織
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③
年
金
財
政
危
機
の
本
当
の
理
由
は
?

-
上
の
資
料
は
、
厚
労
省
の
現
行
方
式
と
新
方
式
を

並
べ
て
い
る
が
、
新
方
式
は
保
険
料
を
却
%
に
固
定

し
て
年
金
給
付
額
を
抑
え
、
基
礎
年
金
部
分
に
国
庫

負
担
を

2
分
の

l
充
て
る
。
ま
た
税
方
式
は
全
額
国

庫
負
担
で
あ
る
が
、
乙
の
場
合
の
税
(
財
源
)
は
、

ど
こ
か
ら
持
っ
て
く
る
の
か
、
消
費
税
な
ど
そ
れ
ぞ

れ
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
い
る
が
、
ど
の
方
式
が
最
良
な

の
か
分
か
ら
な
い
。
一
方
、
財
務
省
は
年
金
の
給
付

額
も
下
げ
保
険
料
も
下
げ
、
国
庫
金
は
な
る
べ
く
抑

え
た
い
方
針
の
よ
う
だ
。

-
年
金
財
政
の
破
綻
は
、
年
金
を
年
金
支
払
額
の

5

年
分
に
相
当
す
る
巨
額
を
積
立
て
(
抑
兆
円
の
残
あ

り
?
)
、
そ
の
積
立
て
の
一
部
を
株
式
に
資
産
運
用

し
、
利
益
を
年
金
支
払
い
に
充
て
よ
う
と
し
た
が
、

バ
ブ
ル
の
崩
壊
、
不
況
、
金
融
関
連
の
倒
産
な
ど
で
、

約
3
1
4
兆
円
近
い
赤
字
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。

年
金
財
政
の
破
綻
の
本
当
の
理
由
は
、
運
用
と
経
営

が
下
手
な
役
所
(
政
府
?
)
に
あ
る
の
で
は
。
そ
の

ツ
ケ
が
国
民
に
廻
っ
て
い
る
の
で
は
?
現
役
世
代

乙
。-

消
費
税
か
ら
財
源
を
確
保
と
耳
に
す
る
が
今
の

5

須
の
消
費
税
が
決
ま
る
と
き
に
、
消
費
税
は
い
ず
れ

は
7
M
m
や
叩
第
に
成
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
た
。

引
き
上
げ
る
絶
好
の
口
実
に
し
な
い
で
ほ
し
い
。
年

金
の
財
源
確
保
に
消
費
税
を
引
き
上
げ
充
て
る
と
な

れ
ば
深
刻
だ
。
消
費
の
買
い
控
え
に
な
り
景
気
は
落

ち
込
む
と
思
う
の
で
。

-
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
現
役
世
代
と
年
金
受
給
者

と
の
賦
課
方
式
で
な
く
、
自
身
が
保
険
料
を
納
付
し

積
み
立
て
た
実
績
を
、
年
金
の
受
給
額
と
し
た
ら
ど

う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
声
も
出
て
い
る
。

・
叩

3
m兆
円
も
の
残
高
を
使
っ
て
財
源
の
不
足
を

補
う
と
の
意
見
も
あ
る
。

-4ー

建設《議
る
。
し
か
し
、
一
方
で
結
婚
や
出
産
を
機
に
職
場
を

退
職
し
て
専
業
主
婦
に
な
っ
た
場
合
、
育
児
一
段
落

後
の
再
就
職
で
は
派
遣
や
パ

l
ト
な
ど
の
短
時
間
雇

用
を
希
望
し
て
お
り
、
な
お
増
加
し
て
い
る
。

〔
夫
婦
の
年
金
分
割
】

.
長
年
婚
姻
生
活
を
送
っ
て
い
た
夫
婦
が
離
婚
と
い

う
状
況
に
陥
っ
た
と
き
専
業
主
婦
で
あ
る
妻
は
、
家

庭
で
の
長
年
の
働
き
に
対
す
る
年
金
が
あ
る
わ
け
で

な
い
の
で
、
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
も
、
夫
が
も
ら

う
年
金
の
報
酬
比
例
の
上
乗
せ
部
分
は
支
給
さ
れ
な

い
。
基
礎
年
金
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
の
で
、
女

性
は
離
婚
も
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
、
離
婚
時

は
夫
婦
の
年
金
と
し
て
夫
の
合
意
の
も
と
に
、
夫
婦

折
半
で
分
割
す
る
と
い
う
案
も
提
案
さ
れ
よ
う
と
、

社
会
保
障
審
議
年
金
部
会
で
は
審
議
さ
れ
て
い
る
。

女
性
に
と
っ
て
は
年
金
改
正
の
大
き
な
項
目
の
一
つ

で
あ
る
。

-
案
と
し
て
成
立
し
国
会
で
審
議
さ
れ
年
金
の
改
正

に
盛
り
込
ま
れ
る
と
、
す
ご
い
良
い
乙
と
だ
と
思
う
。

し
か
し
、
三
食
昼
寝
付
き
プ
ラ
ス
離
婚
時
年
金
保
障

付
き
と
い
う
乙
と
に
な
る
と
、
専
業
主
婦
は
ま
す
ま

す
増
え
、
共
働
き
の
妻
は
ま
す
ま
す
辛
い
立
場
に
感

じ
て
し
ま
う
。
女
性
は
ま
す
ま
す
自
分
の
人
生
は
高

給
取
り
の
夫
頼
み
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
と
、
自

立
が
遠
の
く
よ
う
な
、
保
障
さ
れ
た
よ
う
な
・
:
。
果

た
し
て
「
夫
族
」
は
年
金
を
夫
婦
で
分
割
し
て
く
れ

る
か
。
分
割
の
割
合
に
つ
い
て
検
討
を
要
求
さ
れ
る

か
も
。
折
半
ま
で
保
障
は
必
要
か
、
夫
が
働
い
た
年

金
で
も
あ
る
が
。
難
し
い
。

N

ハ

w
g織

- 5一














